
対象者

●赤岡町・香我美町・夜須町・吉川町（市内人口
減少地域）で４月１日以後に新築住宅を取得する方
※建売住宅の購入を含む

●取得費用が５００万円以上（税抜き）の方

●取得後３ヶ月以内に該当住宅に住み始め、１０年以
上継続して住み続ける意思のある方

など

対象者

●香南市に住民登録をしている方

●市税等の滞納のない方

●市内業者に工事を依頼する方

●令和８年２月末までに工事が完了する方
など

対象の建物

昭和５６年５月３１日までに建築された木造住宅
※その他一定の条件があります

対象の建物

昭和５６年５月３１日までに建築された住宅の
うち、耐震診断により総合評点が１．０未満と診
断された住宅（木造／非木造は問いません）
※その他一定の条件があります

補助対象となるもの

※本年度から、家具の転倒防止器具の購入費用に加
えて、取付費用も補助対象になりました

①家具転倒防止器具、照明器具等の落下防止器具ま
たは食器棚等の扉の開閉防止器具

②ガラス飛散防止フィルム
※JISA5759のガラス飛散防止性能（記号A、記号B）
があるもの

③感震ブレーカー

対象者

香南市に住所を有し、家具転倒防止等対策を実施す
る住宅に居住する方
※１世帯につき１回限り。ただし過去に家具転倒防止
器具等購入費補助金を受けたことがある方も、令和
７年度に限り、２万円までの差額において再度申請
できます

注意事項

・設計／工事開始後の申請は対象外です。
・設計／工事それぞれ、令和８年２月末までに
完成することが条件です。

補助額

一戸につき一律５０万円

■対象者

補助額

工事費用の１５％（上限１５万円）
※１０万円未満の工事は対象外です

※補助金の交付が上限に達していない方は２回目の
交付が受けられます（上限１５万円まで）

補助額

設計…上限  30.5 万円 /１戸
工事…上限  165  万円 /１戸

補助額

補助対象経費の 

10 / 10 以内（上限２万円）
※千円未満切り捨て

必要書類

①交付申請書

②購入品の内容を記載した領収書・レシート等の原本

③申請者の高知県税の完納証明書

受付期間

令和７年４月２８日（月）※予定
　～令和８年１月８日（木）

受付期間

令和７年４月１日（火）
　～令和８年２月２７日（金）
▶予算に達し次第終了します

▶契約の締結後に申請書をご提出ください

受付期間

令和７年５月７日（水）
　～令和７年５月１６日（金）
▶受付期間中は、先着順ではありません
▶工事開始前に申請してください

▶申請書は４月１４日（月）から住宅政策課

（市役所４階）またはホームページで取得
できます

▶受付期間中に予算額を超え
る申請があった場合は後日
公開抽選会で決定します。
期間終了後、予算に達して
いない場合は期間を延長
し、以後先着順とします

耐震診断をご希望の方へ耐震診断士を派遣します。

受付期間

令和７年４月２８日（月）※予定
　～令和８年１月上旬 ※予定

受付期間

令和７年４月２８日（月）※予定
　～令和８年１月上旬 ※予定

家具転倒防止対策補助金
ホームページ

香南市新築住宅取得支
援補助金ホームページ

住宅リフォーム補助金
ホームページ

住宅耐震化補助制度
ホームページ

■住宅政策課　☎57-7536■住宅政策課　☎57-7536■住宅政策課　☎57-7536

※その他要件がありますので、詳しくはホームページ
を確認いただくか、お問い合わせください

※詳しくはホームページを確認いただくか、
お問い合わせください

※申請書は住宅政策課で受け取り、またはホームページ
から取得してください。詳しくはお問い合わせください

※その他要件がありますので、詳しくはホームページ
を確認いただくか、お問い合わせください

拡充しました!
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